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アメリカの国立公園利用におけるペットの規制について

国立公園、ペット、アメリカ、野外レクリエーション

1.研究の目的
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野外レクリエーションを行う目的は多様であるが、具体的には体力増進と健康に関連した理由が

最も多く、その他にワクワクする体験をしたい、野外及ぴ自然を楽しみたいなどがあげられる l110

これらのことが野外レクリエーションを日常生活に結びついた生活行動にしているといえる。アメ

リカ合衆国の場合、国立公園システムにより体系的に整備されており、 20種類にもおよぶ様々なタ

イプの公園が全国に368箇所整備されている 121
0 1994年には2億6860万人がこれらの公閣を利用し

ている叱アメリカ合衆国では長期間旅行をしながら国立公園で野外レクリエ}ションを行い、そ

の時、犬などのベットを連れて旅行をする人々が非常に多い。日本でも今後、有給休暇や長期休暇

制度の充実に伴い、野外レクリエーションを楽しみながら旅行をする事が普及してくると考えられ

る。そこで、アメリカ合衆国の国立公園における公園管理上のベットの規制を把握し整理すること

とした。

2.研究の方法

本研究の対象地は、アメリカ合衆国の国立公園システムの中心になる国立公園50箇所である14151。

アメリカ合衆国西部地域を1991年4-5月と 1992年3月の2回に亘って利用し、その時得た資料と経

験を基に研究を進めた。国立公園の滞在期間は約20日で、イエローストーン国立公園、グランドキャ

ニオン国立公聞、ヨセミテ国立公園、ザイオン国立公園、セコイア国立公園等に滞在し、国立公園

で利用者に配布しているリーフレット、ガイドブック、広報誌などを現地で収集した。現地で収集

した資料と文献16171より、アメリカ合衆国の50国立公園における利用規制の現状を整理した。また、

アメリカ合衆国の fTheU.S. House of Representatives Internet Law Library Code of Federal 

Regulations (米国下院議会インターネット連邦法ライブラリー)Jより、ベットに関する連邦法の

条文を検索し、条文のペットの規制を調査した。検索に用いたキーワードはpets，dog， catである。

この結果より連邦法の条文中における国立公園のベットに対する利用規制の現状を明らかにした。

3. 5 0国立公園における規制の状況

現地で収集した資料と文献よりアメリカの国立公園における利用規制の現状を整理し、表 1に示

した。表中の「紐で許可Jは紐等でつないで拘束したり、あるいは、物理的に常時ベットを閉じ込

めるような状況を意味している。全50国立公園のうちから不明が6国立公園あり、これを除いた44

公園中42公園で、規制を行っていた。規制がないのは 2公園のみで、コパックパリー国立公園とレ

イククラーク国立公園であり、両方ともアラスカにある。これらの国立公園では、移動の手段や狩

猟補助として犬が使われると考えられるが、原則的にはベットの持ち込みをしないように勧めてい

る。全面的に禁止(一部指定地域を除く)しているのは6公園有り、チャネJレアイランド国立公園、

アイルロイアル国立公園、カトマイ国立公園、マウントレーニア国立公園、ノースカスケード国立
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褒1 アメリカ合衆国の国立公園におけるべットの規制

禁止範箇

国立公園名
全面 紐で 規制

不明
トレ 公共 1¥"ヲ効 ツア キ守ン7"

その他
禁止 許可 なし イJ[， 建物 ンド~- 場

Acadi. NP O 一部 全面 一部 海水浴場は禁止。

2 A皿ericanSan回aNP O 
3 Arche. NP O 全面

4 Badland.NP O 一部 野生地域は禁止。

5 Big Beod NP O 
6 Biscayne NP O 全面 一郎 ポートツアーは禁止。

7 BryceC回yonNP O 
8 C血 yon1aodsNP O 全面

自 C.pitol Reef NP O 全面 全面

10 CarIめadCavemsNP O 全面 全面 全面 洞窟内は禁止、洞窟友ぴパックカントリーに犬舎がある.

11 Ch祖 国1ls1aodsNP O 全面 全面 全面 全面 全面 全面的bこ禁止。

12 Cr，崎町 LakeNP O 全面 全面

13 Denali NP O 
14 Everglad揖NP O 全面 全面 パッ夕方ントリーでもプライベートポート内なら許可。

15 Gat目。f也eArctic NP&P O かごにλれた犬だけ連れていくことができる。

16 Glacier NP O 一部 食堂、売庖、ピジターセンターは禁止。

17 α卸 ierB.y NP&P O 全面 全面 全面 ポ』トに乗る人lま般の上に留めなければならない。

18 GraodC四 yonNP O 一部 会商 肱の下は禁止。犬舎を利用可能。ポートへの同伴禁止.

道路から507ィート以内は許可.ピジターセンターは禁止。犬舎
19 Graod Te旬nNP O 全面 一部 全面 一郎 あり。SnakeRiverのポート、 Jack回nL曲e他のポート、レンジャ

ーの解雛活動{ツアー)は禁止。

20 Gre.tB坦inNP O 全面 一部 全面 ビジターセンター、洞窟は禁止。

21 
Great Smoky M。回阻旭s

O 
NP 

22 GuadaIupe Mountains NP O 全面 会菌

23 H.1eakala NP O 全面

24 Hawau Volcanoes NP O 会商 全面 Idpuka Neneキ守ンプグラウンドは禁止。

お Hot Springs NP O 全面

26 1s1e Royaie NP O 全面 全面 全面 全面 会頭 公聞と船上で全面禁止。

27 K.阻函 NP&P O 全面 全面 全面 全面 全面 プライベートポH トとNaknekJII沿い l~イル以内は許可.

28 Kenai Fjords NP O 全面 Exit G1acier道路と駐車場では紐Lこ現時いであれば許可。

29 KingsC岨 yonN許 O 一部 全面 自分のいるキャンプ場キロッジ仁近い遊歩道は許可.

30 Kobuk V.lley NP O 強く反対する.

31 Lakeα.rkNP&P O |野を勧生のめ熊るを刺激する恐れがあるので仰トl域においてくること

32 L臨揖nVolc姐凶cNP O 全面 全面 全面 全面 指定道路とキャンプ場主駐車場とピクニツク園地のみ許可.

33 M.皿皿othCaveNP O 一部 古河宮内とピジヲーセン9ーは禁止.犬舎章常目用可能.

34 Me誼VerdeNP O 金扇 全面 一節

35 Mount量回ierNP O 一部 全面 金面 全面 全面 道路とPacificCr国 tTrai1で許可。

36 Nor也 C.誕叫esNP O 一郎 全面 全面 全面 全面 F配 ificC目stTrai1を除いて圏内では禁止。

37 OlympIc NP O 全面 全面 全面 全面 一部
指定道路と園地主許可指定オートキ守ンプ場から4分の1~イル以
内は許可。他は金面禁止.

38 Petri自edF，。陀畦NP O 一部 全面 全面 馬は許可.ただし、植物を食べさせることは禁止.

39 Redw∞dNP O 全面 全面

40 R叫孟yM∞untaInNP O 全面 全面 I指ク定ニ道ツ路タエや駐リ車7場はか許可ら1007イート以内は許可。指定駐車場とピ

41 &司uoiaNP O 一郎 全面 自分のいるキャンプ場やロッジに近い遊歩道は貯可.

42 錨組組d岨 hNP O 一郎 全面

43 The血reR剖 曽veltNP O 金商 全面
JtlまキャンプグランFとピクニツタエリ 71:.セル7#ィドトレイ
ルで禁止.

44 Vil"JInls1踊dsNP O 全面 公共の海岸とピタ切ツタエリ7は禁止.

45 Voyag飼町sNP O 全面 会商 内陸の湖は禁止

46 WiodCave NP O 
47 Wrangell・SlE1ias NP&P O 全面 全面 金蘭

48 YeUows句neNP O 全面 全面
道E普及び駐車場から1007ィート以内において庇紐守録をつけた
場合に許可。

49 Y。揖踊iteNP O 全面 会面 会面 一郎 砂浜1:1:穣止.夏の聞はベフトを預けることができる.

50 Zi四 NP O 会面 会面 全面

合計 6 36 2 6 34 26 26 9 9 

備考)之の表は、 1989年から1鈎4年までに発行されたリーフレット、ガイドブック、広報徳、文献より作成した.詳しくは本支参照.
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公園、オリンピック国立公園である。島が国立公園に指定されている場合や、また、地形や気候的

理由で連れ込みを禁止していると考えられる。

ベットの規制範囲では、 トレイルへの連れ込み禁止が34公園、公共建築物への禁止が26公園、

ノtックカントリー但iへの禁止が26公園、ツアーgJlA...の参加禁止が9公園、キャンプ場の禁止が9公

園である。これらの他に、ポートツアーや海岸への連れ込みを禁止している国立公園がある。ベッ

トを連れ込むことを許可される場合も、駐車場や指定道路からの到達範囲が指定されている場合が

ある。国立公園の管理事務所側が、ベットを預かるための犬舎等を整備している場合もある。

4.連邦法における規制の状況

連邦法の条文を集大成した rCode of Federal RegulationsJから rpetsJを含む条文を検索したと

ころ、 60件存在した。その内国立公園に関係する条文は6件であった11010 r dogJを含む国立公園に

関する条文は10件であり [11J、 rcatJを含む国立公園に関する条文は8件であった[12J 条文の中で使

用されているペットは、人に飼われている犬、猫、その他の動物を意味する。

各国立公園では、それぞれの地域の状況に応じて管理を行うほかに、法律の条文に規制の内容を

明記している国立公園もある。また、個別の国立公園の規制を定める条文の他に国立公園全体に共

通したベット規制に関する条文もある。これら条文は、個別に定めた条文と全体的に共通な条文を

複合して運用するようになっている。

ベットに関する個別の条文を定めている6公園の規制状況を以下に示す。

Oグランドキャニオン国立公園 (7.4条)

.川の旅につれていくことはできない。

Oロッキーマウンテン国立公園 (7.7条)

-指定道路や駐車場から100フィート以内は許可する 0

.指定された駐車場とピクニックエリアは許可する 0

.パックカントリーと指定トレイルは禁止する。

0セコイア国立公園とキングスキャニオン国立公園 (7.8条)

-指定自動車道路からアクセス可能な集団施設地域より4分の1マイル以内は許可する

・上記範囲を除いたトレイル、または園地は禁止する。

0イエローストーン国立公園 (7.13条)

-指定道路や駐車場から100フィート以内は許可する。

.指定トレイルと桟道は禁止する。

0オリンピック国立公園 (7.28条)

・指定された公園道路と園地は許可する。

-指定されたオートキャンプ場から4分の1マイル以内は許可する 0

・上記以外のトレイル、公園の土地は禁止する。

0アイル国立公園 (7.38条)

・時乳動物と犬と猫を公困地域に持ち込むことを禁止する。

上記の個別の条文の他に全体的に共通な規定が示されている。犬や猫などのペットに関する条文

を整理すると、①本来の意味で愛玩動物としての扱いを記述した条文、②視覚障害や聴覚障害の人

たちのためのガイド犬に関する条文、③狩猟行為を助けるための犬に関する条文、④アラスカなど

での移動の手段としての犬に関する条文、⑤法に従った役人が、それらの公式の仕事で犬を使う場

合の条文、⑥公園内に居住する場合のペットの扱いに関する条文に分けることができる。①の条文

の中で全体的なベットの利用規制に関する内容が記されており、②から⑥までは①の規制内容の別

に定められているものである。

-60-



ベットを連れて一般的に利用する①の規制を箇条書きすると以下のようになる。

1)公共の建築物、公共の交通機関、指定された海水浴場への連れ込み禁止

2)木篭や鳥篭にいれたり、長さが6m以内の紐で繋いでおくこと

3)ベットを放置してはいけない

4)ペットがほえたり、うなったりして公園の利用者や野生生物を脅かすようなことを

してはいけない。

5)ペットの排植物を処分すること。

6)逃亡したペットは捕まえられ、オーナーに諸経費が請求される。

公共の建築物や公共の交通機関はスペース的に狭く、単位面積当たりの利用者が多くなる頻度の

高い空間である。海水浴場は肌を露出することの多い場所であり、爪や牙のあるような動物が人間

に近づくことが危険があると考えられる。また、ベットは必ず、物理的に飼い主に拘束された状況

でなければ、公園内に連れ込むことができないようになっている。公園内にベットを置いていくこ

とも禁止となっている。

視覚障害や聴覚障害の人たちのためのガイド犬については、 1)の連れ込み範囲に関する規制が解

除されている。狩猟、移動の手段、公式の仕事の場合はそれぞれ国立公園以外の法律で定める範囲

で緩和している。公園内に居住する場合のペットの扱いは、 1)-6)までの用件を満たし、公園管理

者の要望に従えば、ペットは飼うことができるが、これらの用件を違反することはできないことが

明記されている。

5.むすび

アメリカ合衆国の50の国立公園におけるベットの利用規制の現状を整理すると共に、連邦法の条

文中における国立公閣のベットの利用規制の現状を明らかにした。

アメリカ合衆国の42公.園で規制を行っていた。規制の特徴としては、①トレイル、公共建築物、

ノTックカントリ『へのベットの連れ込みを禁止、②紐で繋ぐか篭にいれ物理的に拘束すること、③

ペットを放置しないこと、逃亡したベットは捕まえられ、オーナーに諸経費が請求される、などが

あげられる。アメリカ合衆国では、きめの細かい利用規制が定められており、この規制に基づいた

公園管理が実施されている。日本でも今後検討すべき課題と考えられる。
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